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１－１適用の範囲

本仕様書は､ 港湾､ 漁港の係留施設及び外郭施設並びに港湾､ 漁港､ 農地海岸保全施設の設

計に関する一般的事項を取扱うものとする｡ その他類似の施設の設計は､ これを準用するもの

とする｡

１－２計画準備

受注者は､ 設計に先立ち業務の目的及び内容を把握し､ 現況の把握及び関連資料の収集を行

うものとする｡

１－３使用する基準及び図書

１) 受注者は､ ｢港湾の施設の技術上の基準・同解説 (社) 日本港湾協会｣､ ｢漁港の技術指針

(社) 全国漁港協会｣ 及び ｢改訂－海岸保全施設築造基準解説｣ に準拠し､ 設計業務を実施

するものとする｡

２) 受注者は､ 特記仕様書に１) 以外で使用する基準及び図書の定めのある場合､ これによる

ものとする｡

３) 受注者は､ １) 及び２) 以外の基準及び図書を設計に用いる場合､ あらかじめ監督員の承

諾を得るものとする｡

１－４設計手法

１) 受注者は､ 特殊な構造又は特殊な設計方法を用いる場合､ あらかじめ監督員に設計手法の

承諾を得るものとする｡

２) 受注者は､ 特記仕様書に定める場合､ 特記仕様書の定める設計手法により設計するものと

する｡

１－５特許工法

受注者は､ 特許工法又は特殊工法を用いて設計する場合､ あらかじめ監督員の承諾を得るも

のとする｡��� ����
２－１適用の範囲

本節は､ 土木構造物の設計に必要な設計条件に関する一般的事項を取り扱うものとする｡
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２－２一般条件

受注者は､ 図面及び特記仕様書に定める設計対象施設の位置､ 延長又は範囲及び基本水準面

に基づき設計するものとする｡

２－３利用条件

受注者は､ 図面及び特記仕様書に定める設計対象施設の計画水面､ 取扱貨物､ 耐用年数及び

その他の設計に必要な利用条件に基づき施設を設計するものとする｡

２－４自然条件

１) 受注者は､ 特記仕様書に定める土質条件､ 海象条件､ 気象条件､ 地震及びその他設計に必

要な自然条件に基づき設計するものとする｡

２) 受注者は､ 特記仕様書の定めにより設計条件に用いる自然条件を決定する場合は､ 監督員

にその決定結果の承諾を得るものとする｡

２－５材料条件

１) 受注者は､ ＪＩＳ又は同等以上の品質を有するもの若しくは一般市場に流通する材料及び

製品を用いて設計するものとする｡

２) 受注者は､ １) 以外の材料及び製品を使用する場合､ あらかじめ監督員の承諾を得るもの

とする｡

２－６施工条件

受注者は､ 特記仕様書に定める施工条件を考慮して設計するものとする｡��� ����
３－１適用の範囲

本節は､ ２節設計条件に基づき施設の構造形式並びに断面その他基本的形状を決定するため

の基本設計に関する一般的事項を取扱うものとする｡

３－２基本設計

１) 受注者は､ 構造形式の異なる比較案を提案し､ 安定性､ 耐久性､ 経済性､ 施工性及びその

他必要な要件を検討のうえ､ 最適構造形式を選定するものとする｡

なお､ 構造形式の選定は､ 監督員の承諾を得るものとする｡

２) 受注者は､ 特記仕様書に定めるケース数の工区別比較案を作成するものとする｡

３) 受注者は､ 設計計算で使用した公式､ その計算過程及び引用文献を成果物に記載するもの

とする｡
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４) 受注者は､ 特殊な構造物又は工法を採用した場合､ 施工上特に留意すべき点を成果物に記

載するものとする｡

３－３概算数量及び概算工事費等

１) 概算数量

(１) 受注者は､ 計画平面図､ 標準断面図､ 縦断図､ その他作成した図面に基づき経済性の

比較に必要な概算数量案ごとに工種別､ 材料別に算出するものとする｡

(２) 受注者は､ あらかじめ監督員に算出する概算数量の工種名､ 材料名､ 規格及び数位の

承諾を得るものとする｡

２) 概算工事費

受注者は､１)で算出した概算数量に基づき比較案ごとに概算工事費を算出するものとする｡

なお､ 使用する単価はあらかじめ監督員の承諾を得るものとする｡

３) 工事施工計画

受注者は､ 特記仕様書に定めのある場合､ 工事施工計画書を作成するものとする｡

３－４照査

１) 受注者は､ 特記仕様書に定めのある場合､ 照査技術者により照査するものとする｡

２) 照査技術者が行う照査は､ 次に掲げる次項とする｡

(１) 設計条件の適切性

(２) 設計方針及び設計内容の適切性

(３) 設計計算書と設計図との整合性

(４) 概算数量及び概算工事費算出内容の適切性

(５) 最適構造様式の適切性

(６) 施工性
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３－５成果物

１) 受注者は､ 基本設計の成果として､ ｢表－１基本設計成果物項目｣ に示す内容の成果物を

作成し､ 監督員に提出するものとする｡

表－１ 基本設計成果物項目

３) 受注者は､ 特記仕様書に定めのある場合､ ｢表９－１基本設計成果物項目｣ に示す以外に

その定める成果物を作成し､ 監督員に提出するものとする｡

４) 受注者は､ 特記仕様書に定めのある場合､ 関連機関との協議用資料を作成し､ 監督員に提

出するものとする｡��� ����
４－１適用の範囲

本節は､ ３節で決定された構造形式の施設又は特記仕様書に定める施設の部材諸元を定め､

詳細な部材構成材料及び数量を決定するための細部設計に関する一般事項を取扱うものとする｡

４－２細部設計

１) 受注者は､ 図面及び特記仕様書に定める対象施設及び対象範囲の細部設計を行うものと

する｡

２) 受注者は､ 基本設計の成果物及び土質資料その他設計条件に基づき細部設計を行い､ 部材

の設計計算書､ 施設の詳細図面及び数量計算書を作成するものとする｡

３) 受注者は､ 設計計算で使用した公式､ その計算過程及び引用文献を成果物に記載するもの
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成 果 物 内 容

Ⅰ. 報告書
１) 設計説明書
２) 基本設計計算書
３) 数量計算書
４) 概算工事費算出書
５) 付帯構造物設計書
６) 設計図

７) 施工計画書

設立位置､ 目的､ 延長､ 比較検討結果の概要
比較案選定理由､ 設計計算他
各比較案の工種別､ 材料別､ 数量の算出
各比較案の数量計算に基づく概算工事費の算出
防舷材､ けい船柱等
選定した構造形式に基づく標準断面図､ 計画平面図､ 縦断図他
必要な図面の作成

Ⅱ. 設計図面 種 類 縮 尺

位置図
平面図
縦断図

横断図
工法図
施工計画図

1/5,000～1/50,000
1/250～1/1,000

縦 1/100～1/200
横 1/200～1/1,000
1/100～1/200
1/50～1/100
1/100～1/1,000



とする｡

４) 受注者は､ 特殊な構造又は特殊な工法を採用する場合､ 施工上特に留意すべき点を成果物

に記載するものとする｡

４－３数量計算等

１) 受注者は､ 詳細図面に基づき工種別､ 材料別に数量を算出し､ 数量計算書に算出根拠及び

算出結果を記載するものとする｡

２) 受注者は､ 特記仕様書で定める場合､ １) で算出した数量計算に基づき概算工事費を算出

するものとする｡

３) 受注者は､ 特記仕様書に定めのある場合､ 工事施工計画書を作成するものとする｡

４－４照査

１) 受注者は､ 特記仕様書に定めのある場合､ 照査技術者により照査するものとする｡

２) 照査技術者が行う照査は､ 次に掲げる事項とする｡

(１) 設計条件の適切性

(２) 設計方針及び設計内容の適切性

(３) 設計計算書と設計図との整合性

(４) 数量計算書の適切性

４－５成果物

１) 受注者は､ 細部設計の成果として､ ｢表－２細部設計成果物項目｣ に示す内容の成果物を

作成し､ 監督員に提出するものとする｡

表－２ 細部設計成果項目

２) 受注者は､ 特記仕様書の定めのある場合､ ｢表－２細部設計成果物項目｣ に示す以外にそ

れに定める成果物を作成し､ 監督員に提出するものとする｡
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成 果 物 内 容

Ⅰ. 報告書
１) 設計説明書
２) 細部設計計算書
３) 設計図面
４) 計算書

設計位置､ 目的､ 延長､ 設計経過の概要

設計に基づく工種別､ 材料別の数量の算出

Ⅱ. 設計図面 種 類 縮 尺

位置図
平面図
縦断図

横断図
工法図
施工計画図

1/5,000～1/50,000
1/100～1/1,000

縦 1/100～1/200
横 1/200～1/1,000
1/100～1/200
1/50～1/100
1/100～1/1,000



��� ����
５－１適用の範囲

本節は､ ３節基本設計及び４節細部設計を行った施設又は特記仕様書に定める施設を､ 工事

の実施に必要な図面作成及び数量計算を行うための実施設計に関する一般的事項を取扱うもの

とする｡

５－２実施設計

１) 受注者は､ 図面及び特記仕様書に定める対象施設の実施設計を行うものとする｡

２) 受注者は､ ３節基本設計及び４節細部設計で決定又は特記仕様書に定める構造形式及び施

設に基づき実施設計を行い､ 工事の実施に必要な平面図､ 縦断図､ 横断図､ 工法図等数量計

算書を作成するものとする｡

なお､ 作成及び算出を必要とする図面及び数量は､ 特記仕様書の定めによるものとする｡

３) 受注者は､ 施工上特に留意すべき点を成果物に記載するものとする｡

４) 受注者は､ 工事施工に当たり仮設構造物が必要となる場合には､ 監督員と協議のうえ仮設

工法の検討を行うものとする｡

５－３数量計算等

１) 受注者は､ 作成した図面に基づき工種別､ 材料別に数量を算出し､ 数量計算書に算出根拠

及び算出結果を記載するものとする｡

２) 受注者は､ 特記仕様書に定めのある場合､ １) で算出した数量に基づき工事費を算出する

ものとする｡

３) 受注者は､ 特記仕様書に定めのある場合､ 工事施工計画書を作成するものとする｡

５－４照査

１) 受注者は､ 特記仕様書に定めのある場合､ 照査技術者により照査するものとする｡

２) 照査技術者が行う照査は､ 次に掲げる事項とする｡

(１) 構造形式及び構造物と設計図との整合性

(２) 数量算出内容の適切性

５－５成果物

１) 受注者は､ 実施設計の成果として､ ｢表－３実施設計成果物項目｣ に示す内容の成果物を

作成し､ 監督員に提出するものとする｡
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表－３ 実施設計成果物項目

２) 受注者は､ 特記仕様書に定めのある場合､ ｢表－３実施設計成果物項目｣ に示す以外に定

める成果物を作成し､ 監督員に提出するものとする｡
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成果物 内容

Ⅰ. 報告書

１) 設計説明書

２) 設計図面

３) 数量計算書

設計位置､ 目的､ 延長､ 構造形式

工事の実施に必要な図面の作成

設計図面に基づく工種別､ 材料別の数量の算出

Ⅱ. 設計図面 種別 縮尺

位置図
平面図
縦断図

横断図
工法図
施工計画図

1/5,000～1/50,000
1/100～1/1,000

縦 1/100～1/200
横 1/200～1/1,000
1/100～1/200
1/50～1/100
1/100～1/1,000


